
平成２９年度第５回教育研究評議会議事要旨 

 

日 時  平成２９年９月１５日（金）１５時３０分～１６時２９分 

場 所  大学本部２階大会議室 

出席者  宮﨑学長，滝澤理事，門出理事，後藤理事，和田理事，田中教育学部長，

小坂芸術地域デザイン学部長，中村経済学部長，原医学部長，渡工学系

研究科長，有馬農学部長，皆本全学教育機構副機構長，米山附属図書館

長，山下医学部附属病院長，郭シンクロトロン光応用研究センター長，

都築評議員，荒木評議員，岩本評議員，藤本評議員，萩原評議員，大島

評議員 

欠席者  なし 

陪席者  佐々木監事 

 

○ 前回議事要旨について  

学長から，平成２９年度第３回及び第４回教育研究評議会議事要旨（案）を評

議員に送付，確認したところ，加除・修正等の意見はなかったため，原案のとお

り確定し，ホームページに掲載している旨，報告があった。 

 

学長から，本日の審議事項は６件，報告事項は３件を予定している旨，報告が

あった。 

 

 

○ 審議事項 

１．審議事項（非公開） 

 

２．成績判定等の変更に伴う佐賀大学学則及び佐賀大学大学院学則等の一部改正に

ついて 

  滝澤理事から，本件について，成績の評語（評価）（秀・優・良・可・不可）

により難い授業科目の評語（評価）について新たに規定すること，また，週複数

回授業科目の試験を定期試験とすること及び定期試験（追試験及び再試験を含

む。）において不正行為があった場合の無効となる科目の範囲を明確にすること

に伴い所要の改正を行う旨の説明があり，審議の結果了承された。 

  経済学部長から，当該改正は後期から適用されることとなるか確認があった。

また，現在週複数回授業科目は十分な体制が整備されていないため，教育委員会

から明確に示していただきたい旨の発言があった。 

  滝澤理事から，来年度から，クオーター制の定期試験期間を制定し，実施する

予定である旨，また，今年度後期については，教育委員会を通じて明確に示す旨

の発言があった。 

 

３．国立大学法人佐賀大学イノベーション推進本部の設置について 

  門出理事から，本件について，本学の研究や産学連携の機能強化を図るため，

リサーチ・アドミニストレーター（ＵＲＡ）の組織化を図り，既存の産学・地域

連携機構を改組して「イノベーション推進本部」を設置することによりイノベー



ションの創出を推進するものである旨，また，「イノベーション推進本部」の設

置に伴い，関係規則等について所要の改正，廃止及び制定を行うものである旨の

説明があった。 

「イノベーション推進本部」の名称について，本部長は学長が行う点で齟齬が

生じており，正式名称については，次回役員会において審議を行うこととし，名

称を除き，審議の結果了承された。 

 

４．国立大学法人佐賀大学経営協議会の学外委員の選出について 

  総務部長から，本件について，国立大学法人佐賀大学経営協議会の学外委員の

任期満了に伴い，国立大学法人佐賀大学経営協議会規則第２条第３号により新委

員の選出を行うものである旨の説明があり，審議の結果了承された。 

 

５．佐賀大学教育研究院の設置に伴う所属及び配置について 

  企画評価課長から，本件について，平成３０年４月には，新たな教員組織とし

て「教育研究院」を設置し，教員は３学域，７学系のいずれかに所属する「佐賀

大学教員組織編制基本設計」を策定しており，そのうち，移行時における教育研

究活動に及ぼす影響が大きいと考えられる教員の所属と配置について，取り急ぎ

考え方を整理するもので，移行時における所属及び配置，運営体制について説明

があり，審議の結果了承された。 

 

６．育児介護休業法改正に伴う就業規則の一部改正について 

  人事課長から，本件について，子育てと仕事が両立しやすい就業環境の整備等

をさらに進めていくために育児・介護休業法が改正されることに伴い，所要の改

正を行う旨の説明があり，審議の結果了承された。 

 

７．その他 

特になし。 

 

 

○ 報告事項 

１．平成２８事業年度財務諸表の承認について 

財務課長から，平成２８事業年度財務諸表を文部科学省に提出していたところ，

平成２９年８月３１日付けで承認の通知があった旨，また，財務レポートを作成

次第報告する予定である旨の報告があった。 

 

２．平成３０年度国立大学法人佐賀大学運営費交付金概算要求額（文部科学省）の

概要について 

  財務部長から，本件について，運営費交付金，基幹経費，機能強化経費等につ

いて説明があった。次いで，企画管理課長から，施設整備費に係る概算要求事業

について説明があり，文部科学省による評価は全てＳ評価を得た旨の説明があっ

た。 

 

３．全学委員会等の審議状況報告について 



  滝澤理事から，学生生活実態調査の実施について，９月末のチューター指導期

間において，チューターの先生方が学生に当該調査に回答したか否かを確認する

こととしているため，各学部等教授会において周知いただきたい旨の発言があっ

た。 

  また，前期修了間際において授業登録誤りが判明し，遡及して授業登録を認め

てほしいという要求があったが，授業登録期間後に授業登録確認期間を設けてお

り，その後の修正は原則認めていないため，９月２２日から後期の授業登録が始

まるため，登録誤りが無いよう，教員及び学生双方が確認期間中に確認を行うよ

う周知いただきたい旨の発言があった。 

  後藤理事から，拡大役員懇談会において，教育学部の中期目標の進捗状況と将

来構想について及び教育貢献度評価指標について議論した旨の報告があった。 

  このうち，教育学部の将来構想について，議論を踏まえ，学長から，拡大役員

懇談会としては，教育学部は全教科の教員免許を出す体制の維持をやめる方向で

結論を出して良いか確認があり，構成員から特段の意見なく了承された旨の報告

があった。 

  なお，教育学部或いは教員養成課程を有する国立大学の在り方について，８月

末に中央教育審議会の答申が出ることを踏まえ，佐賀大学の方針を明確しておく

必要があり，この時期に議論した旨の発言があった。 

 

４．その他 

学長から，教育表彰，外部資金獲得状況等について，ＨＰに掲載する体制を整

えている旨報告があった。 

 

 

○ その他 

 ・学長から，平成２９年１０月１日からの理事室の新体制について説明があった。 

 ・学長から，平成２９年１０月１日からの評議員について説明があった。 

 ・退任評議員のあいさつがあった。 

 

以上 


